
提 供 日 2026/05/20

タイトル 「令和８年度定例第一回（春）関東地方知事会
議」の開催

担　　当 企画部 知事政策課

連 絡 先 知事政策班　津島

TEL 054-221-3769

令和８年度定例第一回（春）関東地方知事会議を東京都で開催します
静岡県知事が出席します

　静岡県など関東地方10都県の知事で構成する関東地方知事会議が東京都で開催さ
れ、国の施策等に関する提案・要望事項等を協議します。
　本県からは、鈴木知事が出席します。

【概要】
１　開催日程
　　令和８年５月26日（火）13時30分～15時15分

２　開催場所
　　都道府県会館３階　知事会会議室
　　（東京都千代田区平河町二丁目６番３号）

３　会議次第
　　別紙１のとおり

４　出席予定者　
　　別紙２のとおり
　　※本県からは鈴木知事が出席予定

５　提案・要望事項一覧
　　別紙３のとおり
　　※本県提案「台風等による風水害への対応について（案）」

４　取材要領（別紙４）
取材を行う場合は、５月22日（金）15時までに申込フォームにより関東地方
知事会事務局まで申し込みをお願いします。
知事会議は公開ですが、知事会議での撮影は、開会から会長挨拶が終了する
までの間（約５分）となります。それ以降の撮影は御遠慮ください。（その
後はペン取材のみとなります。）

＜参考＞
　関東地方知事会は、各都県の連絡提携を緊密にし、地方自治の円滑な運営と進展
を図ることを目的として、昭和23年４月に設立されました。
　現在、10都県知事をもって組織し、会長を茨城県知事が務めています。

※構成都県
　東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、
　静岡県、長野県
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別紙１

令和８年度定例第一回（春）関東地方知事会議

次 第

日 時 令和８年５月 26日（火）13：30～15：15

場 所 都道府県会館 ３階 知事会会議室

１ 開 会

２ 会 長 挨 拶

３ 協 議 事 項

(1) 国の施策及び予算に関する提案・要望について

(2) 前回提案・要望事項の措置状況報告について

(3) 令和７年度関東地方知事会歳入歳出決算（案）について

４ そ の 他

５ 閉 会



別紙２

令和８年度定例第一回（春）関東地方知事会議

出 席 者 名 簿（予定）

東京都 知 事 小 池 百合子
こ いけ ゆ り こ

茨城県 知 事 大井川 和 彦
お お い が わ か ず ひ こ

栃木県 知 事 福 田 富 一
ふ く だ と み か ず

群馬県 副知事 津久井 治 男
つ く い はる お

埼玉県 知 事 大 野 元 裕
おお の もと ひろ

千葉県 知 事 熊 谷 俊 人
くま がい とし ひと

神奈川県 知 事 黒 岩 祐 治
く ろ い わ ゆ う じ

山梨県 知 事 長 崎 幸太郎
なが さき こうたろう

静岡県 知 事 鈴 木 康 友
すず き やす とも

長野県 知 事 阿 部 守 一
あ べ しゅ いち



別紙３

提 案 ・ 要 望 事 項 一 覧

１ 地方分権改革の推進について（案）

（共同提案）

２ 国民の命と健康を守る暑さ対策の推進について（案）

（東京都）

３ 外国人との秩序ある共生社会の実現に向けた取組の推進について（案）
（茨城県）

４ 確保すべき農用地の面積目標の管理手法について（案）

（栃木県）

５ 特別支援教育を担う教員の処遇改善及び指導体制の抜本的強化について（案）
（群馬県）

６ 県立高等学校等における生徒の就職支援に係る財政措置等について（案）

（埼玉県）

７ 匿名・流動型犯罪グループ等の特殊かつ広域的な犯罪への対策強化について（案）

（千葉県）

８ 伝統的工芸品産業の振興について（案）

（神奈川県）

９ 大規模災害時における外国人観光客等の広域避難について（案）

（山梨県）

10 台風等による風水害への対応について（案）

（静岡県）

11 持続可能な食肉処理体制の確保について（案）

（長野県）

12 道路網の整備促進等について（案）

（共同提案）



別紙４

「令和８年度定例第一回（春）関東地方知事会議」の取材要領

５月２６日（火）に開催される令和８年度定例第一回（春）関東地方知事会議

を取材される報道関係の方々におかれましては、会議の円滑な進行及び警備の

安全を期すため、以下の点について御協力をお願いいたします。

１ 事前申込み

取材をされる方々は事前申込みをお願いいたします。以下申込フォームに

記者名等を記入の上、５月２２日（金）１５時までに関東地方知事会事務局へ

申し込んでください。

なお、事前申込みをされていない方の取材はお断りする場合がありますの

で、あらかじめ御了承ください。

取材申込フォーム：

https://forms.office.com/r/kzdJEwjVvA

※上記フォームから申込みができない場合は、メールにより都県

名・社名・氏名・当日連絡先を連絡願います。

（ご連絡先：sousei-kantou@pref.tochigi.lg.jp）

２ 受付

（１）時 間 １２：５０～１３：３０

（２）場 所 都道府県会館３階知事会会議室前

○受付では名刺をお一人ずつ御用意ください。

○受付時に名札（「報道関係者」）をお渡ししますので、受付後は必ず自社

腕章と名札を見やすい位置に着用してください。これらを着用されな

い方は、入場をお断りします。

○名札は取材が終わりましたら受付まで御返却ください。

（３）資 料

○フォームに御回答いただいたメールアドレス宛、会議当日の正午まで

に送付いたします。

○紙資料の配布は行いませんので御承知おき願います。



３ 取材の時間及び位置

（１）ペン記者の取材

○時間 知事会議終了まで

○位置 知事会議会場の「記者席」（「（参考）配席図」参照）とし、自由

席とします。

（２）カメラ取材

○時間 会議開会後、会長挨拶が終了するまでの冒頭のみ（５分程度）

○位置 知事会議会場の「カメラ撮影位置」（「（参考）配席図」参照）と

します。なお、カメラの三脚は、通路の確保に支障がないように

お願いします。

４ 記者会見

予定しておりません。

５ その他

○記者控室は、用意しておりません。

○携帯電話をお持ちの方は、会議取材中は電源をお切りいただくか、マナー

モードにしていただきますよう御協力をお願いします。

○会議中の途中入場や再入場は、原則としてお断りします。

〇発熱等の風邪症状がある場合や、体調不良（だるい、咳が出るなど）の

場合は、取材をお控えください。

６ 問合せ先

関東地方知事会事務局 大塚・外塚・秋葉

（栃木県総合政策部総合政策課内）

ＴＥＬ：０２８－６２３－２２０９

E-Mail：sousei-kantou@pref.tochigi.lg.jp
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提 供 日 2026/05/20

タイトル 駐日パキスタン大使による知事表敬訪問

担　　当 企画部 地域外交課

連 絡 先 地域外交戦略班

TEL 054-221-3254

駐日パキスタン大使が知事を表敬訪問します

（要　旨）
　
　駐日パキスタン・イスラム共和国特命全権大使が本県を訪問し、

令和７年11月の着任後初めて知事を表敬訪問します。

（概　要）

日　時 　令和８年５月25日（月）　16:00～16:20（20分間）

場　所 　県庁東館５階　特別会議室

訪問者

＜駐日パキスタン大使館＞

・アブドゥル・ハミード　特命全権大使

・マディハ・アリ　通商・投資参事官　ほか

＜一般社団法人日本パキスタンイノベーション推進機構＞

　（所在地：御殿場市）

・勝又 共生（ともみ）　理事長

・ビンダー・ムハンマド・ビラル　会長　ほか　合計８名

言　語 日・英（通訳あり）



提供日 2026/5/20

タイトル ～児童生徒の安全を見守る交通指導員～

静岡県交通指導員会連合会通常総会と

寄贈式等を行います

担当 くらし・環境部 くらし交通安全課

T E L 交通安全班 054-221-2104

児童生徒の安全を見守る活動を行う交通指導員で構成される静岡県交通指導員会連合会

通常総会を開催します。また、総会の開催に併せて株式会社テレビ静岡交通安全啓発用品

寄贈式と交通安全対策協議会長（知事）感謝状贈呈式を行います。

１ 日時

令和８年５月25日（月）午後２時30分から

２ 場所

静岡県男女共同参画センターあざれあ２階大会議室（静岡市駿河区馬渕１丁目17－１）

３ 内容

(1)株式会社テレビ静岡交通安全啓発用品寄贈式

・株式会社テレビ静岡宇佐美営業局長御挨拶

・横断旗220本寄贈 ほか

(2)感謝状贈呈式

・交通安全対策協議会会長表彰

・静岡県交通指導員会連合会会長表彰

(3)静岡県交通指導員会連合会通常総会

・令和７年度の活動内容、決算の承認

・令和８年度の計画・予算の決定 ほか

（参考）静岡県交通指導員会連合会

昭和30年頃からこどもの交通事故増加に伴って、自発的に地域の有志らが街頭指導を行

い始め、その後各市町村長の委嘱による民間交通指導員が誕生し、各市町村交通指導員会

の組織が設立されるようになった。昭和44年12月に市町村交通指導員の資質向上と活動内

容の統一化を図るため、静岡県交通指導員会連合会が設立された。令和８年４月１日現在

1,186名（33市町）の会員が活動している。

～児童生徒の安全を見守る交通指導員～

静岡県交通指導員会連合会通常総会と寄贈式等を行います

参加者募集告知 ・ 催事等の当日取材 ・ 実施事業等の紹介 ・ 調査結果の公表



提 供 日 2026/05/20

タイトル 静岡県ネットワーク型パラスポーツセンターの開
設式

担　　当 スポーツ・文化観光部 スポーツ振興課

連 絡 先 生涯・パラスポーツ班

TEL 054-221-3375

静岡県ネットワーク型パラスポーツセンターの開設式

　静岡県は、障害のある人が身近な地域でパラスポーツに親しむ環境を整備するた
め、静岡県ネットワーク型パラスポーツセンターを開設します。ついては、令和８
年５月25日に下記のとおり開設式を実施します。

１　日時

　令和８年５月25日（月）午前10時30分から10時45分まで

２　場所

　静岡県総合社会福祉会館シズウエル１階（静岡市葵区駿府町１－70）

３　内容

・静岡県スポーツ・文化観光部長挨拶

・（公財）静岡県障害者スポーツ協会副理事長挨拶

・看板披露

・静岡県ネットワーク型パラスポーツセンターの紹介

４　出席者

　大胡田　茂夫　（公財）静岡県障害者スポーツ協会　副理事長

　櫻井　昌明　静岡県ネットワーク型パラスポーツセンター　センター長

　平塚　晴利　静岡県スポーツ・文化観光部　部長

５　静岡県ネットワーク型パラスポーツセンターの概要

　開設者：静岡県

　事務局：（公財）静岡県障害者スポーツ協会

機　能 内　容

情報拠点
・施設情報を一元化したポータルサイト「静岡県パラスポー
ツナビ」の公開、管理・運用

・市町や施設職員等を対象とした地域連携会議の開催

人材育成 ・スポーツ施設職員等向け障害者対応研修の開催
・専門人材の育成（パラスポーツ指導員、競技団体指導者）

地域活動支援 ・登録施設におけるパラスポーツ事業への支援

静岡県
パラスポーツナビ

６　当日の取材について

　　取材を希望される方は、事前に別紙「取材申込書」を、５月22日（金）正午ま
　でにスポーツ振興課まで御提出ください。（メール：sports-shinko@pref.shizuoka.lg.jp）



静岡県ネットワーク型パラスポーツセンター開設式

取材申込書

【申込先】

静岡県 スポーツ・文化観光部

スポーツ振興課 生涯・パラスポーツ班

メール：sports-shinko@pref.shizuoka.lg.jp

※メールにてお申し込みください。

貴社名

取材者名

代表者

同行者

連絡先電話番号

メールアドレス

人数（合計） 名（代表者様含む）

テレビカメラの有無 あり（ 台）・ なし

駐車場の利用
あり ・ なし

※各社１台までにてお願いします。

申込期限 令和８年５月 22日（金）正午





提 供 日 2026/05/20

タイトル 【第５弾】まちをつくり守る「地域のヒーロー」
動画を公開

担　　当 交通基盤部 政策管理局建設政策課

連 絡 先 交通基盤部　政策管理局建設政策課

TEL 054-221-3681

１　概要　
  私たちの日々の暮らしの中で身近にある道路や橋、川などの社会インフラ。
　それらをつくり、守る「地域のヒーロー」に着目した動画の第５弾を公開しまし
た。

２　目的　
　人口減少・少子高齢化等に伴う建設産業の担い手不足により、社会インフラの機
能が維持・向上できなくなれば、社会経済活動や県民の皆様の生活に大きな影響が
発生します。
　社会インフラを整備する現場従事者の姿・声を伝えることで、建設産業への興
味・関心を促すことを目的としています。また、現場従事者のやりがいや意欲向上
にも繋げます。

３　動画の公開
公開
日

毎月20日前後

公開
URL

https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/doboclub/1047513/1079163/ind
ex.html

今回
の動
画

・今回のヒーローは農地整備など大規模な工事を担当する所長
・仕事も家庭も、どちらも両立させているその秘密に迫ります

その
他

その他静岡県交通基盤部SNSでも動画を公開

▶Ｘ（https://x.com/doboku_shizuoka）
▶Instagram（https://www.instagram.com/shizuokaken_doboku/）







提 供 日 2026/05/20

タイトル 【変更】２０２６年度 リニア中央新幹線建設促進
期成同盟会総会の開催及び要望活動の実施につい
て

担　　当 交通基盤部 政策管理局交通政策課

連 絡 先 交通戦略班　赤堀・森

TEL 054-221-3190

２０２６年度 リニア中央新幹線建設促進期成同盟会総会の開催
及び要望活動の実施について

５月２0日にリリースした内容について、別添を赤字のとおり変更しました。（５月
25日14時変更）

　リニア中央新幹線建設促進期成同盟会（会長：愛知県知事）では、
沿線の都府県で連携し、リニア中央新幹線の早期全線整備に向け、取
組を進めています。
　この度、別添のとおり総会及び要望活動を行いますのでお知らせし
ます。
　なお、総会及び要望活動の取材については、事務局（愛知県都市・
交通局交通対策課リニア事業推進室建設推進グループ）へお尋ねくだ
さい。

　　※本県知事は、総会及び要望活動に出席します。
　　※当日の取材の詳細については、別添を御参照ください。

別添資料が赤字部のとおり変更となりました。（5/25　14:00時点）変更

一部非公開
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タイトル 令和８年度の富士山マイカー規制期間が決定

担　　当 交通基盤部 道路局道路企画課

連 絡 先 企画班

TEL 054-221-3013

令和８年度の富士山マイカー規制期間が決定

　渋滞のない安全で快適な富士登山と富士山の環境保全のため、静岡県内の登山口
（富士宮口の富士山スカイライン、須走口のふじあざみライン）でマイカー規制を
行います。

１　概要
　県、市町、警察、交通事業者（バス・タクシー）、山小屋関係者等からなる富士山スカイライ
ン（富士宮口）適正利用推進協議会、富士山須走口適正利用推進協議会において、令和８
年度の静岡県内の富士山マイカー規制期間を決定しました。

＜マイカー規制期間＞
　　　　　
　・富士宮口（富士山スカイライン）
　　　令和８年７月10日（金）９時～９月10日（木）18時　 連続63日間　
　・須走口（ふじあざみライン）
　　　令和８年７月１日（水）９時～９月10日（木）18時　 連続72日間　

※吉田口（富士スバルライン）マイカー規制期間については、別途、山梨県が公表

　
２　参考
　過年度の規制期間

年度 富士宮口 須走口 吉田口（山梨県）
令和４年度 64日間 48日間 48日間
令和５年度 63日間 51日間 59日間
令和６年度 63日間 63日間 68日間
令和７年度 63日間 63日間 69日間

≪問合せ先≫

　●富士宮口（富士山スカイライン）

　　・静岡県道路企画課　古橋、清水 TEL 054-221-3013

　　・富士宮市観光課　保坂 TEL 0544-22-1155

　●須走口（ふじあざみライン）

　　・小山町商工観光課　池谷、佐藤 TEL 0550-76-6114


